
令和6年 1月 26日  事業改革部

令和6年度市老連収支の一部変更について(案 )

◎令和5年度市老連の歳入の内、連区負担金及び市補助金の実態

連区負担金・市補助金は、それぞれ連区一律の基本額が無く、クラブ数。会員数により

算定の為、連区間の支払額の格差が大きい。

連区負担金 一宮市補助金
計

総額に対す
る比率1クラブ9,500円 会員 1人72円

a連区 37クラブ 352千 円 2,322人 167千円 513千円 12,7%

b連区 14クラブ 133千円 984人 71千円 204千円 5,0%

c連区 1クラブ 10千 円 55人 4千円 14千円 0.3%

総計 299クラブ 2,841千円 16,731人 1,205千 円 4,046千円 平均4.8%

◎歳出の見直し

vl.令和5年度連区別地域育成事業補助金について

(1)5年度の実態・・基本額が一律の為1クラブ当たりの格差が大きい。 (単位 :円 )

クラブ数 基本額 クラブ数金額 総額 クラブ当たり

c連区はa
連区に対し
13.6倍

a連区:37
20,000円
(1ク ラブ
1,000円 )

37,000 57,000 1,540

b連区:14 14,000 34,000 2,430

c連区:1 1,000 21,000 21,000

(2)ランク別(7区分)基本額に変更 (1クラブ1,000円 は現行通り)

V

(3)令和6年度は影響額を考慮し緩和措置…基本額を4区分とする。

区分別ランク 5年度 ランク別基本額 変更後の支払額

連区・区分 ランク 対象クラブ数 基本額 影響額 (千円) クラブ数 連区支払総額 1クラブ当たり

31クラブ以上 A 2 35,000 30 a連区 37 72,000 1,950

30クラブ以下 B 0 30,000 0

25クラブ以下 C 25,000 5

20クラブ以下 D 4 20,000 0

15クラブ以下 E 9 15,000 △45 b連区 14 29,000 2,070

10クラブ以下 F 3 10,000 △30

5クラブ以下 ′
~｀

アヽ 2 5,000 c連区 1 6,000 6,000

ヨ準
口 :

21 420,000 △75 c連区はa連区に対し3.1倍に縮小

区分別ランク 5年度 ランク別基本額 変更後の支払額

連区・区分 ランク 対象クラブ数 基本額 影響額 (千 円) クラブ数 連区支払総額 1クラブ当たり

21ク ラブ以上 A 3 25,000 15 a連区:37 62,000 1,680

16～ 20クラブ B 4 20,000 0

11～ 15クラブ C 9 15,000 △45 b連区:14 29,000 2,070

1～ 10クラブ D 5 10,000 △50 c連区:1 11,000 11,000
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△30



計 21 420,000 △80 c連区はa連区に対し6.5倍に縮小

2.市老連会長に対する交通費補助の増額

*会長職は他の理事に比べ活動日が多い為。

。現行・・会長始め理事、一律 5,000円

。変更案・・会長 15,000円 (10,000円 増)、 副会長を含め理事は現行通り。

3,市老連委託事業 (シニア交流事業 )

*1連区当たリー律20,000円は、「市委託事業 :21,000円 (三世代交流事業 )」 が

連区一律の為、当面現行通りとする。

◎「令和6年度―宮市老人クラブ連合会事業計画」に1項目追加

現行事業計画の「事業」の右に「参加対象者」欄を追加

以 上

⌒

⌒

事    業 参 加 理 事

一宮市高齢者将棋大会 会長・副会長

一宮市高齢者囲碁大会 会長・副会長

一宮市老人クラブ連合会GG大会 理事全員

愛知県老人福祉大会 会長・副会長・表彰対象連区の理事

愛知県老人スポーツ大会 会長・副会長

一宮ボランティアフェステバル 会長・副会長・社会奉仕部理事

一宮市ことぶき作品展 (開催日) 会長・副会長(交替制)・ ん1、ん。う,多多多.

一宮市老人クラブ連合会ボッチャ大会 理事全員

一宮市高齢者演芸発表大会 理事全員

一宮市長感謝状贈呈式・老人クラブ長研修会 理事全員
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